
住所 〒

団体名

代表者名

武蔵野の森総合スポーツプラザ利用料　減額・免除　申請書
使用目的
（催物名称）

使用日時

自　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　（　　　　）　　　　　　時　～　　　　　　時

至　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　（　　　　）　　　　　　時　～　　　　　　時

※施行規則７条第３号適用の場合は、準備・練習・撤去等は除いて大会当日のみ、記入してください

使用施設

使用する施設の欄に〇印を記入してください

メインアリーナ サブアリーナ 貴賓室 多目的スペース

会議室Ｄ

小控室Ａ～Ｆ ５０ｍプール ２５ｍプール その他施設

会議室Ａ 会議室Ｂ 会議室Ｃ

主催

共催

申請理由

該当する申請理由（適用条例／東京都体育施設条例施行規則第７条）欄に〇印を記入してください 適用

第１号
東京都若しくは東京都教育委員会又は区市町村若しくは区市町村教育委員会が主
催する運動競技等に使用するとき

５割

第２号
都内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の主
催により幼児、児童、又は生徒が行う運動競技等の学校教育活動に使用するとき

５割

第３号 知事が認めるアマチュアスポーツ団体が運動競技大会のために使用するとき

５割
大会当日のみ

④ 東京都障害者スポーツ協会及びこれに加盟する競技団体

⑤
日本レクリエーション協会及びこれに加盟する団体並びに東京都レクリエーション協
会及びこれに加盟している団体であって身体的活動を伴うレクリエーション団体

① 日本スポーツ協会及びこれに加盟する競技団体

② 東京都体育協会及びこれに加盟する競技団体

③ 日本パラスポーツ協会及びこれに加盟する競技団体

⑧ 一般社団法人全国高等専門学校連合会及びこれに加盟する競技団体

⑨ 新日本スポーツ連盟及び新日本スポーツ連盟東京都連盟

⑥
全都的又は全国的な組織を有する各種スポーツ・レクリエーション団体（都又は東京
都教育委員会が後援するもの）

⑦ 日本アメリカンフットボール協会及びこれに加盟する競技団体

第４号 官公署が公益のために使用するとき ２割５分

第８号
東京都又は東京都教育委員会が主催する体育・スポーツ及びレクリエーションに関
する講習会又は研修会に使用するとき

免除

⑩ 関東児童自立支援施設少年卓球大会及び東京都児童福祉施設競技大会

⑪ 東京都高等学校野球連盟

（

主
催
者
）

－

備考

　東京都体育施設条例並びに同条例施行規則に基づき、上記のとおり利用料の減額・免除を申請します

年　　　月　　　日　

　武蔵野の森総合スポーツプラザ　館長 殿

第９号 施策上特に必要があるものとして知事が別に定める事由に該当するとき
５割

免除



住所 〒 0 0 0 1 2 3 4

団体名 東京都〇〇〇連盟

代表者名 武蔵野の森　太郎

武蔵野の森総合スポーツプラザ利用料　減額・免除　申請書
使用目的
（催物名称）

第〇回全国〇〇〇大会

使用日時

自　　　2023年　　　　〇月　　　〇　日　（　〇　）　　　　9　時　～　　　21　時

至　　　2023年　　　　〇月　　　〇　日　（　〇　）　　　　9　時　～　　　21　時

※施行規則７条第３号適用の場合は、準備・練習・撤去等は除いて大会当日のみ、記入してください

使用施設

使用する施設の欄に〇印を記入してください

〇 メインアリーナ 〇 サブアリーナ 貴賓室 多目的スペース

〇 会議室Ｄ

小控室Ａ～Ｆ ５０ｍプール ２５ｍプール その他施設

〇 会議室Ａ 〇 会議室Ｂ 〇 会議室Ｃ

主催 東京都〇〇〇連盟

共催

申請理由

該当する申請理由（適用条例／東京都体育施設条例施行規則第７条）欄に〇印を記入してください 適用

第１号
東京都若しくは東京都教育委員会又は区市町村若しくは区市町村教育委員会が主
催する運動競技等に使用するとき

５割

第２号
都内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の主
催により幼児、児童、又は生徒が行う運動競技等の学校教育活動に使用するとき

５割

〇 第３号 知事が認めるアマチュアスポーツ団体が運動競技大会のために使用するとき

５割
大会当日のみ

④ 東京都障害者スポーツ協会及びこれに加盟する競技団体

⑤
日本レクリエーション協会及びこれに加盟する団体並びに東京都レクリエーション協
会及びこれに加盟している団体であって身体的活動を伴うレクリエーション団体

① 日本スポーツ協会及びこれに加盟する競技団体

② 東京都体育協会及びこれに加盟する競技団体

③ 日本パラスポーツ協会及びこれに加盟する競技団体

⑧ 一般社団法人全国高等専門学校連合会及びこれに加盟する競技団体

⑨ 新日本スポーツ連盟及び新日本スポーツ連盟東京都連盟

⑥
全都的又は全国的な組織を有する各種スポーツ・レクリエーション団体（都又は東京
都教育委員会が後援するもの）

⑦ 日本アメリカンフットボール協会及びこれに加盟する競技団体

第４号 官公署が公益のために使用するとき ２割５分

第８号
東京都又は東京都教育委員会が主催する体育・スポーツ及びレクリエーションに関
する講習会又は研修会に使用するとき

免除

⑩ 関東児童自立支援施設少年卓球大会及び東京都児童福祉施設競技大会

⑪ 東京都高等学校野球連盟

（

主
催
者
）

－

備考

　東京都体育施設条例並びに同条例施行規則に基づき、上記のとおり利用料の減額・免除を申請します

2022年　　8月　　31日

　武蔵野の森総合スポーツプラザ　館長 殿

第９号 施策上特に必要があるものとして知事が別に定める事由に該当するとき
５割

免除

※記入例


